
高架下利用計画等検討会開催一覧 

 

開催日 案件 

平成 18 年 11 月 27 日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：1 件（駐車場）  首都管内：4 件（駐車場） 

西日本管内：1 件（広場）   阪神管内：4 件（駐車場、資材置場） 

平成 19 年 7 月 13 日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：1 件（駐車場）  阪神管内 ：1 件（駐車場） 

本四管内 ：1 件（駐車場）  西日本管内：1 件（駐車場） 

【連結】 

東日本管内：幕張 PA 上下線（休憩所） 

西日本管内：草津 PA 上下線（給油所）、壇之浦 PA（宿泊施設） 

平成 19 年 10 月 25 日 

～11 月 23 日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：3 件（駐車場、広場） 阪神管内：3 件（駐車場、駐輪場） 

平成 19 年 11 月 26 日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：１件（駐車場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫（資材置場含む）） 

 阪神管内 ：１件（駐車場、店舗、事務所、公園、倉庫（資材置場含む）） 

【連結】 

東日本管内：佐野 PA 上り線（宿泊施設）、狭山 PA 上下線（休憩所） 

中日本管内：ひるがの高原 SA 上下線（給油所） 

平成 20 年 6 月 5 日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：2 件（駐車場、店舗、事務所、公園、広場） 

【特定連結路附属地】 

首都管内：与野ジャンクション 

平成 20 年 9 月 12 日～30 日 
【連結】 

中日本管内：大台 PA 上下線（休憩所 現：奥伊勢 PA） 

平成 20 年 11 月 17 日～28

日 

【高架下利用計画策定】 

東日本管内：2 件（駐車場） 中日本管内：2 件（自転車等保管所兼返還所、店舗、事務所） 

首都管内：５件（駐車場、駐輪場） 

平成 22 年 1 月 5 日～21 日 
【高架下利用計画策定】 

西日本管内：4 件（駐車場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫（資材置場含む）） 

平成 22 年 12 月 10 日 

～平成 23 年 2 月 9 日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：1 件（駐車場、駐輪場、公園） 

平成 24 年 4 月 2 日 

～6 月 14 日 

【高架下利用計画策定】 

阪神管内 ：１件（駐車場、広場、倉庫、事務所） 中日本管内：1 件（広場） 

平成 24 年 10 月 31 日 

～12 月 7 日 

【高架下利用計画策定】 

西日本管内：2 件（駐車場、駐輪場、公園、広場、倉庫） 

平成 24 年 11 月 22 日 
【高架下利用計画策定】 

東日本管内：1 件（事務所、駐車場、倉庫、広場、運動場） 

平成 26 年 5 月 23 日 

～6 月 24 日 

【連結】 

中日本管内：三方五湖 PA 集約（休憩所）、岡崎 SA 集約（休憩所・給油所）、 

設楽原 PA 上下線（休憩所）、鈴鹿 PA（休憩所）、駒門 PA 下り線（休憩所）、 

秦野 SA（休憩所・給油所）、小山 PA（休憩所） 

平成 26 年１２月１日 

【占用公募：募集要項策定】 

西日本管内：1 件（太陽光発電） 

【連結】 

東日本管内：南相馬鹿島 SA 集約（休憩所、給油所） 

中日本管内：今川 PA 上下線（休憩所） 

西日本管内：宝塚 PA（休憩所）  

平成２７年２月 19 日 

～3 月 13 日 

【占用公募：募集要項策定】 

阪神管内：１件（駐輪場） 

平成２７年７月３日 

～７月２２日 

【連結】 

東日本管内：菖蒲ＰＡ集約（休憩所・給油所） 

平成２８年１１月２４日 

～１２月２０日 

【連結】 

中日本管内：増穂ＰＡ下り線（休憩所） 

平成２９年４月２０日～２８日 
【高架下利用計画変更】 

中日本管内：1 件（駐車場、駐輪場、事務所、公園、資材置場） 



開催日 案件 

平成２９年６月９日 

～７月４日 

【高架下利用計画変更】 

西日本管内：1 件（駐車場、事務所、公園、広場、店舗）  

【連結】 

東日本管内：太田 PA（休憩所・給油所）、蓮田 PA（休憩所） 

中日本管内：掛川第２PA（休憩所） 

平成２９年１１月２８日 

～１２月２１日 

※平成２９年１１月３０日 

【連結】 

西日本管内：（仮称）大津 SA 上下線（休憩所・給油所） 

【高架下利用計画変更】※ 

中日本管内：1 件（駐車場、資材置場、倉庫、運動場、公園、事務所）  

平成３０年６月７日 

～６月２８日 

※平成３０年６月１８日 

【連結】 

西日本管内：川南ＰＡ（休憩所） 

【高架下利用計画変更】※ 

中日本管内：1 件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場） 

※平成３０年１０月９日 

【高架下利用計画策定】※ 

東日本管内：１件（駐車場、駐輪場、資材置場） 

首都管内：２件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場） 

平成３０年１１月２６日 

～１２月１３日 

※平成３０年１２月４日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：２件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場） 

【高架下利用計画策定】※ 

東日本管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場） 

【高架下利用計画変更】※ 

東日本管内：1 件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、倉庫、資材置場） 

平成３１年４月１５日～２３日 
【特定連結路附属地】 

東日本管内：沼田インターチェンジ 

令和元年 7 月 29 日 

～9 月 6 日 

【高架下利用計画策定】 

東日本管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、倉庫、資材置場） 

首都管内：1 件（駐車場、駐輪場、店舗、自転車等保管所兼返還所、広場、公園、店舗、事務所、 

        倉庫、資材置場） 

阪神管内：2 件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、倉庫、資材置場）  

【連結】 

東日本管内：京葉市川 PA（休憩所） 

令和 2 年 2 月 20 日 

～５月 15 日 

【高架下利用計画策定】 

首都管内：1 件（駐車場、駐輪場、運動場、広場、露店、通路、資材置場） 

阪神管内：1 件（駐車場、駐輪場） 

令和 2 年８月４日※ 

【高架下利用計画策定】 

西日本管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、倉庫、資材置場） 

【高架下利用計画変更】 

西日本管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、倉庫、資材置場、自転車保管場所兼返還所 

          広場、運動場、公園） 

令和２年８月８日～27 日 

【高架下利用計画策定】 

首都管内：1 件（駐車場、駐輪場、倉庫、資材置場） 

【連結（変更）】 

中日本管内：（仮称）掛川第２PA（休憩所） 

令和 2 年８月２７日※ 
【高架下利用計画策定】 

中日本管内：1 件（駐車場、駐輪場、事務所、店舗、倉庫、資材置場） 

令和 2 年８月３１日※ 
【高架下利用計画策定】 

首都管内：1 件（駐車場、駐輪場、事務所、店舗、倉庫、資材置場、道路管理用施設） 

令和２年１２月２３日～ 

令和３年１月１８日 

【高架下利用計画策定】 

中日本管内：２件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場他） 

【高架下利用計画変更】 

中日本管内：２件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場他） 

【特定連結路附属地】 

中日本管内：大垣インターチェンジ 

令和３年３月５日※ 

【高架下利用計画策定】 

東日本管内：２件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、倉庫、資材置場） 

本四管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場他） 

令和３年７月１３日※ 
【高架下利用計画変更】 

東日本管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、倉庫、資材置場） 

令和３年８月１９日～３０日 

【連結】 

中日本管内：（仮称）小牧オアシス 

（休憩所・商業施設・給油所・レクリエーション施設・運動施設・温浴施設・通路等） 



開催日 案件 

令和４年５月２６日※ 

【高架下利用計画策定】 

首都管内：1 件（駐車場、駐輪場、自転車等保管所兼返還所、広場、公園、運動場、事務所、 

          店舗、倉庫、資材置場） 

令和４年７月１１日※ 

【高架下利用計画変更】 

 中日本管内：１件（駐車場、駐輪場、資材置場） 

西日本管内：１件（広場、倉庫、運動場、事務所） 

阪神管内：１件（事務所） 

本四管内：１件（駐車場、駐輪場、店舗、事務所、公園、広場、倉庫、資材置場、運動場） 

令和４年８月１７日 

【高架下利用計画変更】 

 中日本管内：１件（公園、広場、駐車場、事務所、運動場、資材置場） 

【特定連結路附属地占用計画変更】 

中日本管内：大垣インターチェンジ 

【連結】 

中日本管内：（仮称）小牧オアシス（開放型連結申出に係る意見聴取） 

令和４年１１月２４日※ 
【高架下利用計画策定】 

 首都管内：１件（事務所、店舗、倉庫、自動車駐車場、自動二輪駐車場、自転車駐車場） 

令和５年９月２１日※ 

【高架下利用計画変更】 

中日本管内：１件（自動車駐車場、自動二輪駐車場、自転車駐車場、事務所、店舗、倉庫、 

資材置場） 

首都管内：1 件（自動車駐車場、自動二輪駐車場、自転車駐車場、事務所、店舗、倉庫、 

資材置場） 

令和５年１２月６日～ 

令和６年２月８日 

【高架下利用計画策定】 

 阪神管内：１件（店舗、自動車駐車場、自動二輪駐車場、自転車駐輪場、車庫） 

【連結】 

東日本管内：坂東 PA 外回り（休憩所） 

※会長意見を検討会意見として決議したもの 


